
労働者派遣法第 30条の 4第 1項の規定に基づく労使協定

かなうみ株式会社 (以下「甲」という。)と かなうみ株式会社労働者代表 (以下「乙」と

いう。)は、労働者派遣法第 30条の4第 1項の規定に関し、次のとおり協定する。

(対象となる派遣労働者の範囲)

第 1条 本協定は、派遣先で別表 1に掲げる業務に従事する従業員 (以下「対象従業員」

という。)に適用する。

2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリ

ア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。

3 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、

本協定の適用を除外しないものとする。

(賃金の構成)

第 2条 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜 口休日労働手当、通

勤手当、家族手当、住宅手当とする。

(賃金の決定方法 )

第 3条 対象従業員の基本給、賞与及び手当 (第 2条に掲げる賃金のうち、基本給、賞与、

本条 (三 )(四 )の手当を除く。以下同 じ。)の比較対象となる「同種の業務に従事

する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満た した別表

1の通 りとする。

(― )比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、次のとおりとする。

イ 「金属材料製造等」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の

職種は、令和 5年 8月 29日 職発 0829第 1号「令和 6年度の「労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30条の 4第 1項第 2号イに

定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」(以

下「通達」という。)男1添 2に定める「52金属材料製造等」とする。

口 「建築・土木技術者等」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働

者の職種は、通達別添 2に定める「09建築土木技術者」とする。

ハ 「製品検査 (金属)」 における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の

職種は、通達別添 2に定める「61製品検査 (金属)」 とする。

二 「機械組立の職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の

職種は、通達別添 2に定める「57機械組立の職業」とする。

ホ  「製品製造・加工処理」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働

者の職種は、通達別添 2に定める「54製品製造・加工処理」とする。
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へ 「その他のサービス」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者

の職種は、通達別添2に定める「42その他のサービス」とする。

卜 「介護サービスの職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働

者の職種は、通達別添 2に定める「36介護サービスの職業」とする。

チ 「接客・給仕の職業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者

の職種は、通達別添2に定める「40接客 口給仕の職業」とする。

り 「一般事務員」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種

は、通達別添2に定める「25-般事務員」とする。

ヌ 「製品検査 (金属除く)」 における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働

者の職種は、通達別添2に定める「62製品検査 (金属除く)」 とする。

ル イ～ヌについては、業務の実態から複数の業務に従事する可能性があることから

中分類を使用するものとする。

(二 )地域調整については、別表 1の地域内の派遣先で派遣就業を行うことから、通達別

添3に定める該当する地域の都道府県別地域指数を使うものとする。

(三 )時間外労働手当、深夜 口休日労働手当については、基本給、賞与及び手当とは分離

し、第 5条の通りとする。

(四 )通勤手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し実費支給とし、第 6条のと

おりとする。

(五 )退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の

額」については、通達の第 3の 4に定める合算により比較する方法とし、その額を

別表 1の地域調整後の額に 5%を乗じた額 (1円未満の端数切り上げ)と する

第 4条 対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満た した別表 2

のとおりとする。

(― )別表 1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であ

ること

(二 )別表 2の各等級の職務と別表 1の 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な

賃金の額との対応関係は次のとおりとすること

Aラ ンク :10年
Bラ ンク : 3年
Cラ ンク : 0年

(三)賞与については、別表 2の通 り半年に 1回支払うものとし、算定期間および支給時

期については、次の通 りとする。

ただ し、会社の業績の著 しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期

し、又は支給 しないことがある。

また、勤続 6カ 月以上で勤務状況が良好な従業員、および支給日に在籍中の従業員

に対 して支給する。

算定対象期間 支給 日
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毎年 1月 1日 から6月 30日 まで 翌年 可月末日

毎年 7月 1日 から12月 31日 まで 翌年 7月 末日

2 甲は、第 8条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であった

としても、その経験の蓄積及び能力の向上があると認められた場合には、基本給を増額

することとする。

また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に

応じた派遣就業の機会を提示するものとする。

第 5条 対象従業員の時間外労働手当、深夜 口休日労働手当は、就業規則に準 じて法律の

定めに従つて支給する。

第 6条 対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。尚、対象

従業員の自宅から派遣先まで片道 1キ ロ未満の場合、支給 しないこととする。本書

に記載 していない内容は、就業規則記載どおりに運用する。

第7条 家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。

① 18歳未満の子

1人につき  月額  3,000 円

福利厚生住宅手当は、入社時に相談のうえ、金額を決定し、労働者に対し支給す
る。

(賃金の決定に当たっての評価)

第 8条 基本給の決定は、原則として毎年 1月 に行う勤務評価の結果に基づき4月 度給与
より反映させるものとする。派遣先における勤務が 1年に満たない場合は、1年経
過後に評価を行うこともある。また、勤務評価は別添様式 1を用いた方法にて行う
こととする。

<昇給等> 勤務評価の結果、能力の向上が認められた場合は、能力の向上に応じ

て上の等級の下限額まで基本給を増額する。ただし、会社の業績の著しい低下その

他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。

<昇格> 勤務評価の結果に基づき、別表 3に定める要件を満たした派遣社員につ

いて、昇格させることがある。

2 賞与の決定は、毎年 1回行う勤務評価を活用する。勤務評価は公正に評価すること

とし、その方法は別添様式 1を用いた方法を準用し、その評価結果に基づき別表 2の備

考の通り、賞与額を決定する。
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(賃金以外の待遇)

第9条 教育訓練 (次条に定めるものを除く。)、 福利厚生その他の賃金以外の待遇につい

ては正社員と同一とし、就業規則第 5章、9章及び 10章の規定を準用する。

(教育訓練 )

第 10条 労働者派遣法第 30条の 2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づ

き別途定める「教育訓練実施計画」に従って、着実に実施する。

(その他 )

第 11条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

(有効期間 )

第 12条 本協定の有効期間は、2024年 4月 1日 から 2025年 3月 31日 までの 1年間とす

る。

2 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める協定

対象派遣労働者の賃金の額を基礎 として、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保に

ついて誠実に協議するものとする。

2024年 3月 25日

甲 代表取締役 網谷知富美

乙 労働者代表 ιた1側ん0胃
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【別表 1】  同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 金属材料製造等
通達に定める職業安定業務
lyt計

1.132 1,300 142C 1,45C 1,52 1,664 2,07〔

2 地域調整

富山  1  972 2,01[

退職金 (5%)上 乗せ 211

東京  1  1139 2,362

退職金 (5%)上 乗せ 2,481

岐阜  1  1006 2,08(

退職金 (5%)上 乗せ

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 建設・土木技術者等
邑達に定める職業安定業務
統計 1,459 1,679 1,841 1,869 1,968 2,145 2,671

2 地域調整

富山  1  972 1,632 1,790 1,817 1,913 2,085 2.597

退職金 (5%)上 乗せ 1 1,880 1,908 2,009 2.19C 2,727

東京 9 1,913 2,097 2,129 2,242 2,444 3,043

退職金 (5%)上 乗せ 2,009 2,202 2,236 2,355 2.567 3,19(

岐阜  1 1006 1,690 1,853 1,881 1,980 2, 158 2,68〔

退職金 (5%)上 乗せ 1,775 1,946 1,976 2,079 2,266 2,82〔

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗 じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 製品検査 (金属)

通達に定める職業安定業務
統計 1,081 1,244 1,364 1,385 1,458 1.589 1,97(

2 地域調整

富山  1  972 1,92Z

退職金 (5%)上 乗せ 2,021

東京  1  1139 2,25〔

退職 金 (5%)上 乗せ 488 2,36〔

岐阜  1 1006 1,991

退職金 (5%)上 乗せ 2,091

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 機械組立の職業
通達に定める職業安定業務
統計 1,10C 1,266 1,38〔 1,409 1,484 2,014

2 地域調整

富山  1  972 1,07C 1,44〔 1,95C

退職金 (5%)上 乗せ 1,124 1,51( 2,05(

東京  1 1139 1,250 442 1,691 2,294

退職金 (5%)上 乗せ 131C 1,77( 2,40C

岐阜  1  1006 1,107 1,493 627 2,027

退職金 (5%)上 乗せ 1,163 1,568 2,12C

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 製品製造・加工処理
通達に定める職業安定業務
統計 1,067 1,228 1,347 1,367 1,439 1,568 1,954

2 地域調整

富山  1  972 1,194 1,31C 1,90C

退職金 (5%)上 乗せ 1,254 1,37G 1,995

東京  1 1139 2,22C

退職金 (5%)上 乗せ 1,469 2,338

岐阜 1,966

退職金 (5%)上 乗せ 1,424 2.065



【別表 1】  同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 その他のサービス
直運 に定め る職 業安定業務
統計 1,299 1,425 1,446 1,523 1,660 2.067

2 地域調整

富 山 2,010

退職金 (5%)上 乗せ 2,111

東京  1 1139 735 2,355

退職金 (5%)上 乗せ 2,473

岐阜  1 1006 2,08(

退職金 (5%)上 乗せ 2,18Z

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 介護サービスの職業
こ運に定める職業安定業務
硫計 1.13( 1.30〔 1,434 1,455 2,08(

2 地域調整

富 山 1,41[ 1,624 2,022

退職金 (5%)上 乗せ 1,70( 2.124

東京 9 1.65ε 1,900 2,37C

退職金 (5%)上 乗せ 1,741 1,999 2,48C

岐阜  1 1006 1,464 1,681 2,093

退職 金 (5%)上 乗せ 1,538 1,76C 2,198

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 接客・給仕の職業
三達に定める職業安定業務
統計 1,242 1,430 1,567 1,591 1,675 1,826 2.27

2 地域調整

富 山 1,629 1,775

退職 金 (5%)上 乗せ 1,711 1,864 2,32

東京  1  1139 1,908 2,080 2,591

退職金 (5%)上 乗せ 71 2,004 2,184 2,721

岐阜  1  1006 1,686 1 2,28(

退職金 (5%)上 乗せ
1 1,929 2,40(

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 一般事務員
通達に定める職業安定業務
統計 1,237 1,37 1,580

2 地域調整

富 山 1,203

退職金 (5%)上 乗せ 2,00C

東京  1 1139 1,22[ 1,54( 2,242

退職金 (5%)上 乗せ 1,624 2,35こ

岐阜  1  1006 1,082 1,36( 1,98C

退職金 (5%)上 乗せ 1,137 1.43[ 2,07C

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

1 製品検査 (金属除く)

通達に定める職業安定業務
統計 1,057 1,217 1,334 1,354 1,42C 1,554 1,935

2 地域調 整

富 山 1,881

退職金 (5%)上 乗せ 1,08C 1,457 1,97C

東京  1 1139 1,204 1,625 77 2,204

退職金 (5%)上 乗せ 1,265 1,707 860 2,315

岐阜  1 1006 343 1,947

退職金 (5%)上 乗せ 2,045
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専門的知識を備え、Fbt場 の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

務手弓書 (マ ニュアル、職場ルー
)従 って、正確に作業ができる。

対応する一般の労tl者 の
平均的な賃金の額

(退 職金 5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 .経験

10年

3年

0年

建設・土木
技術者等

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
土木工学の分野別基本知識を備え、
il場 の課題 を発見 し、改善提案を行
うことができる。

1,90[

Cラ ンク
龍務手弓1書 (マ ニュアル、職場ルー
シ)従 って、正確に作業ができる。

＞
〓　
　
　
　
　
＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓　
　
　
　
　
＞
〓
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓
　
　
　
＞
〓
　
　
　
＞
〓

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

2,19( 10年

3年

0年

製 品検査

(金 属 )

(職種名 )

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
ソフ トウェア プログラミング基礎
知識を備え、職場の課題を発見 し、
改善提案を行うことができる。

Cラ ンク
織務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金596上 乗せ額 )

労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

機 械 Fll立 の

職 業

(職種名 )

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専Fl的 知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
機械組立の基礎知識を備え、職場の
保題を発見 し、改善提案を行 うこと
bヾ できる。

Cラ ンク
懺務手弓書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従 って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上乗せ額)

対応す る一般の

労働者の

能 力 経験

10年

3年

0年

」̈
い

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、rBl場 の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク

甲椒             製
品製造、加工処理の基礎知識を備
え、職場の課題 を発見 し、改善提案
をイテうことができる。

Cラ ンク 職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 って、正確に作業ができる。

対応する―nlの 労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金 5%上 乗せ額 )

対応す る一般の

労 lll者 の

能力 経験

1 60, 10年

3年

その他の
サー ビス

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク 専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を

Bラ ンク
ヤ炒               `ト
護の基礎知識 を備え、lil場 の課題 を
発見 し、改善提案を行 うことができ

Cラ ンク 職務手弓書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する―般C
労働者の

能力 経験

104

3年

0年
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'「

護
'一

ヒ

スの職 業

(職種名 )

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメントし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク

EP独               そ
の他のサー ビス業の基礎知識 を備
え、職場の課題を発見し、改善提案
を行うことができる。

Cラ ンク
書

て

引

っ

手

従

緻
務

＞

初
職

ル
(マ ニュアル、職場ルー
正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の

平均的な賃金の額
(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する-11の
労働者の

能力 経験

10年

接客・給仕

の職業

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額 賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
一般事務員の基礎知識 を備え、職場
の課題を発見 し、改善提案を行 うこ
とができる。

Cラ ンク
戯務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従って、正確に作業ができる。 127( ＞

〓

対応す る一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上乗せ額 )

対応する-11の
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

―nl事 務員

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
妾客、給仕の基礎知識を備え、職場
D課題を発見 し、改善提案を行うこ
とができる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。

対応す る一般の労働者の

平均的な賃金の額
(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

製品検査
(金 属除 く)

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務 を
円滑に進めることができる。

1323

Bラ ンク
接客、給仕の基礎知識 を備え、職場
の課題を発見 し、改善提案を行 うこ
とができる。

Cラ ンク
閥務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従 って、正確に作業ができる。

対応す る一般の労働者の

平均的な賃金の額
(退 職金 5ヽ 上乗せ額 )

の［

¨
¨

対

10年

3年

0年

(備 考 )

1 賞与については、勤務評価の結果によ り支給す るもの とし、半年に 1回 支払 う金額 を時給換算 したものを掲載す る。

勤務評価の結果による支給額は、基本給額に以下の率を乗 じた額 とする。

(評価結果)S130% A:25% B:20% c1lo% D:096
まだ評価 を実施 していない対象従業員については、 D評価 とする。

こょワ撮累李菅ξ術書事 2「
般の労働者の平均的な賃金の額 と比較するに当たっては、賞与額は標準的な評価であるB評価の場合の額

4 ■当観に よ、家族手当か営まれ、
ス ^

こよ り昇 出,る もの と,

＞
〓



笑手当の平均

(直 近実績 よ り)

を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務 を
円滑に進めることができる。

(マ ニュアル、職場ルー
)従 って、正確に作業ができる。

＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓　
　
　
　
　
　
＞
〓　
　
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓　
　
　
　
　
＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓

＞
〓　
　
　
　
　
＞
〓　
　
　
　
＞
〓

＞
〓
　
　
　
＞
〓
　
　
　
＞
〓

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

1.35〔 0年

建設・土木
技術者等

(職種 名 )

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務 を
円滑に進めることができる。

8ラ ンク
土木工学の分野男1基本知識 を備え、
職場の課題を発見 し、改善提案を行
うことができる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。

対応す る一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

製品検査
(金 属 )

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1.58[

Bラ ンク

ソフ トウェア プログラミング基礎
知識を備え、職場の課題を発見 し、
改善提案を行うことができる。

Cラ ンク
職務手弓1書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 つて、正確に作業ができる。

対応する一般の労1動者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ領)

対応する一般¢
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

機械組立の

職業

(Fl種 名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下 をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,93(

Bラ ンク
機械組立の基礎知識 を備え、職場の
課題を発見 し、改善提案を行 うこと
ができる。

Cラ ンク
哉務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金59o上 乗せ額 )

対応する一般の
労lll者 の
能力 経験

10年

3年

0年

製品製造 ・

加 工処理

(職種名 )

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専Pl的 知識を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務 を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク
品製造、加工処理の基礎知識を備
え、職場の課題を発見 し、改善提案
を行うことができる。

Cラ ンク 性務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従って、正確に作業ができる。

1,11

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

〈退職金 5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

その他の
サー ビス

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク 専Pl的 知識を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務 を

Bラ ンク 護の基礎知識 を備え、職場の課題を
発見 し、改善提案を行 うことができ

Cラ ンク 職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従って、正確に作業ができる。

1,352

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

1,73( 3年

0年

【別表 2】 -1



1

介護サー ヒ

スの職 業

(職種名 )

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務 を
円滑に進めることができる。

166( 2.00(

Bラ ンク
の他のサー ビス業の基礎知識 を備
え、職場の課題を発見 し、改善提案
を行うことができる。

1,742

Cラ ンク
哉務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従って、正確に作業ができる。 113( 1.36C

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓

(備 考 )

1 賞与については、勤務.T価の結果によ り支給するもの とし、半年に 1回 支払 う金額 を時給換算 したものを掲載す る。

勤務評価の結果による支給額は、基本給額に以下の率を乗 じた額 とする。

(評価結果)S:30% A:25% B:20% c:10% D1090
まだ評価 を実施 していない対象従業員については、 D評価 とする。

こょワ琵象李菅電雰書事を「

般の労働者の平均的な賃金の額 と比較するに当たっては、賞与額は標準的な評価であるB評価の場合の額

女^ 
当観には、家族手当か言まれ、旧1,の事美年席において協F苅家瓶道労働者に支給 された鍋の半

"相
によ り舅出,0も の と,

＞
〓

＞
〓

＞
〓

対応す る一般の労働者の

平均的な賃金の額
(退 職金5%上乗せ額 )

対応する一般の

労働者の

能力 経験

199C 10年

1,741 3年

1.350 0年

接客・給仕
の職業

(職種名 )

職務の内容
最低

基本給額 賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,82( 2,18`

Bラ ンク
一般事務員の基礎知識を備え、職場
の課題を発見 し、改善提案を行うこ
とができる。

1.90(

Cラ ンク
F.t務 手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。 123C 1.48i

対応する一般の労lll者 の
平均的な賃金の観

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

2184 10年

1,90` 3年

1,48( 0年

一般事務員

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

上級
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1575 1,89(

Bラ ンク
■客、給仕の基礎知識を備え、職場
D課題を発見 し、改善提案を行うこ
とができる。

1.374 1.64C

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従って、正確に作業ができる。

対応す る一般の労 121者 の

平均的な賃金の額
(退 職金 5ヽ 上乗せ額 )

対応す る一般の

労働者の

能 力 経験

189( 10年

164〔 3年

1.287

製 品検査

(金 属 除 く)

(職種名 )

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク

上 級

専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務 を
円滑に進めることができる。

155( 1,86C

Bラ ンク
接客、給仕の基礎知識を備え、職場
の課題 を発見 し、改善提案を行 うこ
とができる。

1351 1.62:

Cラ ンク
識務手]1書 (マ ニュアル、職場ルー
∫レ)従 つて、正確に作業ができる。 1‖ 4 1,33i

対応する一般の労ltl者 の
平均的な賃金の311

(退 職金5ヽ 上乗せ額 )

対応す る一般¢

労■l者 の

能 力 経験

1,86( 10年

3年

1,26( 0年
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専門的知識を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

引書 (マ ニュアル、職場ルー
って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金 5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

建設・土木
技術者等

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務 を
円滑に進めることができる。

2,267

Bラ ンク
土木工学の分野別基本知識 を備え、
職場の課題を発見 し、改善提案を行
うことができる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従って、正確に作業ができる。

＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓
　
　
　
　
　
＞
〓

＞
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＞
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＞
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対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5,0上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の

能力 経験

10年

3年

0年

製品検査
(金 属 )

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク

ソフトウェア プログラミング基礎
知識を備え、職場の課題を発見 し、
改善提案を行うことができる。

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従 って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の

平均的な賃金の額
(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労lll者 の
能力 経験

10年

3年

0年

機械組立の

職業

(職種名 )

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専Pl的 知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,71C

Bラ ンク
機械組立の基礎知識 を備え、職場の
課題を発見 し、改善提案を行 うこと
ができる。

Cラ ンク
識務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上乗せ額)

対応する一般¢
労働者の

能力 経験

104

3年

116( 0年

製 品製造 .

加 工処理

(職種名 )

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

Bラ ンク

甲叙              製
品製 造 、加 工処 理 の基 礎 知 識 を備
え 、職 場 の課 題 を発 見 し、改 善 提 案
を行うことができる。

Cラ ンク 織務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従 って、正確に作業ができる。

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額)

対応する一般の
労働者の
能力 経験

10年

3年

0年

その他の
サー ビス

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額 賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク 専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を

Bラ ンク
P級            介
護の基礎知識 を備え、職場の課題 を
発見 し、改善提案を行 うことができ

Cラ ンク 朧務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従って、正確に作業ができる。

対応す る一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上乗せ額 )

対応す る一般の

労働者の

能力 経験

1 754 10年

3年

0年

＞
〓　
　
　
　
　
　
＞
〓



【別表 2】 -3
′や護サー ヒ
スの職業

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務 を
円滑に進めることができる。

1472 176;

Bラ ンク

甲秋             そ
の他のサービス業の基礎知識を備
え、職場の課題を発見 し、改善提案
を行うことができる。

1.282 153(

Cラ ンク
職務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従つて、正確に作業ができる。 1.001 1.202

(備考 )

1 賞与については、勤務評価の結果によ り支給するものとし、半年に 1回 支払 う金額 を時給換算 したもの を掲載する。

勤務評価の結果による支給額は、基本給額に以下の率 を乗 じた額 とする。

(評価結果)S i30% A:25% B12096 c:1096 D i 096
まだ評価 を実施 していない対象従業員については、 D評価 とする。

によワ琵寝李菅暑雰冒事を「

般の労働者の平均的な賃金の額 と比較するに当たつては、賞与額は標準的な評価であるB評価の場合の額

4 ■ ョ観 には、家族十 当か言 まれ 、
ス ^

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓

＞
〓

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上乗せ額 )

対応する一般の
労働者の
能力 経験

1,76( 10年

153〔 3年

1.201

接客・給仕

の職業

(職種名)

職務の 内容
最低

基本給額 賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、職場の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1.60( 1 93C

Bラ ンク
一般事務員の基礎知識 を備え、職場
の課題を発見 し、改善提案を行 うこ
とができる。

1.402 1,68(

Cラ ンク
織務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
ル)従って、正確に作業ができる。 1,095

対応する一般の労働者の
平均的な賃金の観

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般C
労働者の

能力 経験

1,92( 10年

1.68: 3年

0年

一般事務員

(li■ 種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手 当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識を備え、職場の責任者と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1,392 1,671

Bラ ンク
接客、給仕の基礎知識 を備え、職場
の課題を発見 し、改善提案を行 うこ
とができる。

1457

Cラ ンク
哉務手引書 (マ ニュアル、職場ルー
レ)従って、正確に作業ができる。 114C

対応す る一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

1.67( 10年

1,45( 3年

0年

製品検査
(金 属除 く)

(職種名)

職務の内容
最低

基本給額
賞与額 手当額 合計額

Aラ ンク
専門的知識 を備え、rll場 の責任者 と
して部下をマネジメン トし、業務を
円滑に進めることができる。

1.37( 1.64`

Bラ ンク
接客、給仕の基礎知識を備え、職場
の課題 を発見 し、改善提案を行 うこ
とができる。

1,194 1.43(

Cラ ンク
蔵務手弓1書 (マ ニュアル、職場ルー
|レ )従 って、正確に作業ができる。 1.14(

対応す る一般の労働者の
平均的な賃金の額

(退 職金5%上 乗せ額 )

対応する一般の
労働者の

能力 経験

1,64( 10年

143` 3年

1,11 0年

こよ り昇 出,0も の と,


